
みんなでつくろう安全安心の街

消費者ホットライン

消費生活相談 ℡
 水曜日(月４回) 10時～16時 市役所相談室

1 8 8

0972-82-2008

 市役所相談日 ：

令和５年１月１日

津久見市
防犯暴力絶滅対策協議会

TEL ０９７２-８２-２００８

警察総合相談 ＃９１１０
困ったときは、

ひとりで悩まず

相談しましょう！

今年も、「犯罪のない安全で安心して暮らせる街づくり」のために、
みなさんのお役にたてる、いろいろな情報をお伝えしていきます。

今後とも「安全・安心のまちづくり」へのご協力をお願いいたします。

親族等を名乗り、「会社の金で株を

やった。お金が必要だ。無理なら会社

をクビになる」等と言って、現金をだ

まし取る手口です。

警察官や銀行協会等の職員を名乗り

「キャッシュカードが不正に利用され

ているので確認しに参ります。」等と

言って自宅に来て、キャッシュカード

をすり替える等して盗み取る手口です。

医療費、税金、保険料等について、

「還付金があるので手続きしてくださ

い」等と言って、被害者にＡＴＭを操

作させ、被害者の口座から犯人の口座

に送金させる手口です。

有料サイトの未払い料金等について、

「未払いの料金があります。今日中に

払わなければ裁判になります。」等と

メールやハガキ(封書)で知らせ、金銭

等をだまし取る手口です。

特殊詐欺に注意！！

い や や！

（局番なし)

あけましておめでとうございます

特殊詐欺とは

「特殊詐欺」とは、被害者に電話をかける等して対面することなく信頼させ、指定

した預貯金口座への振り込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだ

まし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する

窃盗を含む。）の総称をいいます。

オレオレ詐欺 還付金詐欺

架空料金請求詐欺キャッシュカード詐欺盗

お金を要求する電話やメール、ハガキにご注意ください。

「おかしいな、どうしよう」と思ったら、ためらわず相談を！！


